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畜産・酪農経営安定対策
【（所要額）１７７，１８９（１７７，００８）百万円】

対策のポイント
畜種ごとの特性に応じて、畜産・酪農経営の安定を支援することにより、

意欲ある全ての生産者が将来にわたって経営を継続し、その発展に取り組む

ことができる環境を整備します。

＜背景／課題＞

・酪農、肉用牛繁殖、肉用牛肥育、養豚及び採卵養鶏の各経営安定対策については、畜

種ごとの特性に応じた対策を実施しています。

・これらの対策については、引き続き安定的に実施することが必要です。

政策目標
「食料・農業・農村基本計画」において設定された、需要に応じた生産数量

目標を達成

○生乳の生産量（795万t（20年度）→800万t（32年度））

○牛肉の生産量（ 52万t（20年度）→ 52万t（32年度））

○豚肉の生産量（126万t（20年度）→126万t（32年度））

○鶏卵の生産量（254万t（20年度）→245万t（32年度））

＜主な内容＞

１．酪農経営安定のための支援
加工原料乳に新たにチーズ向け生乳を含めて補給金を交付するとともに、取引価

格が低落した場合の補塡等を行います。

持続的な経営を行う酪農家（飼料作付面積を確保し環境負荷軽減に取り組んでい

る者）に対し、飼料作付面積に応じた交付金を交付します。

加工原料乳生産者補給金 （所要額）３１，０８４※（２２，７４３）百万円

加工原料乳生産者経営安定対策事業の継続
国産乳製品供給安定対策事業※ ６１０（８，７６７）百万円
持続的酪農経営支援事業 ６，２２６（６，２２９）百万円

補助率：定額、３／４以内、１／２以内

事業実施主体：（独）農畜産業振興機構、指定生乳生産者団体、生乳生産者等

※ チーズ向け生乳を加工原料乳生産者補給金の対象に加えることに伴い、従来のチーズ向け生乳供給

安定対策事業については、チーズ助成金相当額を加工原料乳生産者補給金に計上するとともに、生産

者需給調整機能強化対策については、名称を変更。

２．肉用牛繁殖経営安定のための支援
肉用子牛価格が保証基準価格を下回った場合の生産者補給金に加え、肉専用種の

子牛価格が発動基準を下回った場合に、差額の３／４を交付します。

肉用子牛生産者補給金 （所要額）２１，２９６（２１，２９６）百万円

肉用牛繁殖経営支援事業 （所要額）１５，８７７（１５，８７７）百万円

補助率：定額、３／４以内

事業実施主体：（独）農畜産業振興機構、都道府県域を範囲とする民間団体

［平成26年度予算の概要］
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３．肉用牛肥育経営安定のための支援

（所要額） ８６,９４２（８６，９４２）百万円
粗収益が生産コストを下回った場合に、生産者と国の積立金から差額の８割を補

塡金として交付します。また、一部の県において地域算定をモデル的に実施します。

肉用牛肥育経営安定特別対策（新マルキン）事業

補助率：３／４以内、定額

事業実施主体：（独）農畜産業振興機構、都道府県域を範囲とする民間団体、肥育牛生産者

４．養豚経営安定のための支援 （所要額）９，９６６（９，９６６）百万円
粗収益が生産コストを下回った場合に、生産者と国の積立金から差額の８割を補

塡金として交付します。

養豚経営安定対策事業

補助率：１／２以内、定額

事業実施主体：（独）農畜産業振興機構、肉豚生産者

５．採卵養鶏経営安定のための支援 ５，１８９（５，１８９）百万円
鶏卵の取引価格が補塡基準価格を下回った場合に差額の９割以内を補塡するとと

もに、取引価格が通常の季節変動を超えて大幅に低下した場合には、成鶏の更新に

当たって長期の空舎期間を設ける取組に対し奨励金を交付します。

鶏卵生産者経営安定対策事業

補助率：定額、１／４以内

事業実施主体：民間団体

お問い合わせ先：

１の事業 生産局牛乳乳製品課（０３－３５０２－５９８７）

２、５の事業 生産局食肉鶏卵課 （０３－３５０２－５９８９）

３、４の事業 生産局畜産企画課 （０３－３５０２－５９７９）

［平成26年度予算の概要］
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持続的酪農経営支援事業

【６，２２６（６，２２９）百万円】

対策のポイント

持続的な経営を行う酪農家を支援します。

＜背景／課題＞

・酪農経営１戸当たりの飼料作物作付面積は２６．７ha(平成２４年２月１日)

・酪農経営１戸当たりの経産牛飼養頭数は増加傾向にあり４７．６頭（平成２５年２月

１日）

・持続的な経営を行う酪農家（飼料作付面積を確保し環境負荷軽減に取り組んでいる者）

の経営の安定を図る必要

政策目標

生乳の生産量：795万t（平成20年度）→800万t(平成32年度）

＜主な内容＞

持続的な経営を行う酪農家（飼料作付面積を確保し環境負荷軽減に取り組んでいる者）

に対し、飼料作付面積に応じた交付金を交付します。

（１）交付対象者の要件

・ 飼料作付面積が北海道で４０a/頭以上、都府県で１０a/頭以上

・ 環境負荷軽減に取り組んでいること

（２）交付金単価

飼料作付面積１haあたり１５千円

補助率：定額

事業実施主体：都道府県協議会、生乳生産者

［お問い合わせ先：生産局畜産企画課（０３－３５０２－０８７４）］

［平成26年度予算の概要］
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高収益型畜産体制構築事業[新規]
【６９（－）百万円】

対策のポイント

地域ぐるみで収益力を向上させる新たな取組の実証や、このような取組の

全国的な普及活動等を支援します。

＜背景／課題＞

・我が国畜産・酪農では、農家戸数や飼養頭数の減少など生産基盤の弱体化が懸念され

ており、高収益型の畜産・酪農を推進していくためには、生産コストの低減・飼養規

模の拡大とともに、畜産物の付加価値の向上や新たな需要創出等を進める必要があり

ます。

・今後、畜産農家をはじめとして、地域に存在する各種支援組織（コントラクター、Ｔ

ＭＲセンター、キャトルステーション等）や関連産業等の関係者（乳業、食肉センタ

ー等）が有機的に連携・結集し、地域ぐるみで収益力向上を図ることが重要であり、

このような地域ぐるみの体制（畜産クラスター）の構築が望まれます。

政 策 目 標
「食料・農業・農村基本計画」において設定された需要に応じた畜産物の

生産数量目標及び飼料自給率目標を達成

＜主な内容＞

１．畜産クラスターの実証に向けた支援 ４３（－）百万円

地域の特徴を活かして収益力を向上させる新たな取組を実証するために必要な調査

・分析や実証設備等に要する経費を支援します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

２．畜産クラスターの全国的な推進 ２５（－）百万円

全国的な推進を図るため、方向性や課題の抽出及び検討、国内外の優良事例の調査

・分析、普及活動等の取組を支援します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

［お問い合わせ先：生産局畜産企画課 （０３－３５０１－１０８３）］

［平成26年度予算の概要］
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を
支

援
。

こ
の

よ
う
な

事
例

を
全

国
各

地
の

畜
産

・
酪

農
で

展
開

す
る
た

め

○
放

牧
（
生

産
コ
ス

ト
の

低
減

､
高

付
加

価
値

化
）

○
旨

味
成

分
に

着
目

し
た

食
肉

生
産

○
情

報
共

有
と
指

導
体

制
の

再
構

築
○

キ
ャ
ト
ル

ス
テ

ー
シ

ョ
ン
を
活

用
し
た

地
域

内
一

貫
経

営
○

地
元

企
業

等
の

畜
産

・
酪

農
関

係
へ

の
参

入
促

進
○

地
域

資
源

を
利

用
し
た

飼
料

費
の

低
減

と
飼

料
自

給
率

の
向

上
○

衛
生

管
理

の
強

化
、
栄

養
機

能
の

向
上

等
に

関
す

る
取

組
の

推
進

○
環

境
対

策
の

強
化

と
耕

畜
連

携
に

よ
る
堆

肥
等

の
有

効
活

用
等

の
新

た
な

取
組

の
実

証
を
支

援
。

地
域

ぐ
る
み

で
高

収
益

型
の

畜
産

体
制

を
構

築

＜
生

乳
生

産
状

況
（
対

前
年

比
）
＞

10
2.
8

10
5.
3

％
左
の
事
例

の
地
域

94969810
0

10
2

10
4

10
6

22
23

24

Ｂ
地
域 Ｃ

地
域

Ａ
地
域 年
度

酪
農

家

酪
農
技

術
セ
ン
タ
ー

支
援
組
織
に
よ
り
、
生
産
コ
ス
ト

の
低
減
や
規
模
拡
大
等
を
支
援

Ｎ
Ｏ
Ｓ
Ａ
Ｉ

（
獣

医
）

品
質
が
管
理
さ
れ
た
良
質
な
生
乳
生

産
ブ
ラ
ン
ド
力

の
確

保

高
品

質
な
乳

製
品

を
製

造
す
る
乳

業
と
連

携

指
導

農
業
士

普
及
セ
ン
タ
ー

町
普
及
セ
ン
タ
ー

育
成
牧
場

＜
畜
産
ク
ラ
ス
タ
ー
の
優
良
事
例
＞

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

畜
産

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

コ
ン
ト
ラ
ク
タ
ー

情
報
共
有

建
設
事
業
者
等

酪
農

ヘ
ル
パ
ー
組
合

高
収

益
型

畜
産

体
制

の
構

築

生
乳
生
産
量
が
、

近
隣

の
他

地
域

と
比

べ
増

加

高
収

益
型

畜
産

体
制
構

築
事
業

６
９
百

万
円

（
－

）
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機
密
性
○
情

報
○
○
限
り

実
証
テ
ー
マ
の
具
体
例

＜
「
放

牧
」
の

イ
メ
ー
ジ
＞

（
目

指
す
方

向
の

例
）

○
地
域
ぐ
る
み
で
放
牧
を
推
進
し
、
コ
ス
ト
低
減
、
「
放
牧
」
を
売
り
と
し

た
付

加
価

値
の

訴
求

。
○
各
関
係
者
が
「
目
指
す
方
向
」
を
共
有
し
、
地
域
ぐ
る
み
で
取
組
。

○
地
域
に
お
け
る
情
報
の
共
有
化
等
に
よ
る
生
乳
の
高
品
質
化
。

○
飼
料
生
産
や
育
成
等
の
作
業
の
外
部
化
を
推
進
。

（
実

証
内

容
）

○
放
牧
に
よ
る
コ
ス
ト
の
低
減
効
果
を
示
し
、
地
域
内
の
酪
農
家
の

理
解

醸
成

。
○

放
牧

の
た
め
、
採

草
地

の
植

生
を
放

牧
に
適
し
た
植
生
へ
変
更
。

等

＜
「
旨
味
成
分
に
着
目
し
た
食
肉
生
産
」
の
イ
メ
ー
ジ
＞

（
目

指
す
方

向
の

例
）

○
脂
肪
交
雑
に
こ
だ
わ
る
従
来
の
方
法
か
ら
、
旨
味
成
分
が
多
く
、
低
コ
ス
ト

な
生
産
方
法
に
転
換

。
○
地
域
内
の
繁
殖
農
家
・
肥
育
農
家
の
理
解
醸
成
を
図
り
、
地
域
内
一
貫

肥
育

体
制

を
確

立
。

○
各
関
係
者
が
「
目
指
す
方
向
」
を
共
有
し
、
地
域
ぐ
る
み
で
取
組
。

（
実

証
内

容
）

○
転
換
に
よ
る
コ
ス
ト
の
低
減
効
果
を
検
証
し
、
地
域
内
農
家
へ
理
解
醸
成
。

○
旨
味
成
分
含
有
量
を
高
め
る
配
合
飼
料
の
調
製
。

等

育
成
牧
場

Ｔ
Ｍ
Ｒ

セ
ン
タ
ー

ヘ
ル
パ
ー
組
合

哺
育

セ
ン
タ
ー

酪
農
家

哺
育

・
育

成
・
飼

料
生
産
等
の
外
部

化

乳
業

生
乳
の
高
品
質
化

「
放
牧
」
を
売
り
と
し
た

付
加
価
値
の
訴
求

地
域
内
の
情
報

共
有

獣
医

師
普

及
員
等

耕
種
農
家

獣
医
師
・

人
工
授
精
師

肥
育

農
家

配
合
飼
料

メ
ー
カ
ー

消
費
者
ニ
ー
ズ
に
即
し
た
販
売

優
良

血
統

精
液

に
よ
る

人
工
授
精
の
実
施

地
域
内
一
貫
経
営
の
確
立

低
コ
ス
ト
な
生
産
体
制
の
確
立

独
自
配
合
飼
料

の
調
製

繁
殖
農
家

普
及

員
等

食
肉
セ
ン
タ
ー

卸
・
小

売

耕
種

農
家
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多様な畜産経営の推進と競争力強化

【強い農業づくり交付金 ２３，３８５（２４，４２２）百万円の内数】

【産地活性化総合対策事業のうち農畜産業機械等リース支援事業

２，８８２（２，２７１）百万円の内数】

【畜産農家段階放射性物質モニタリング体制構築事業

復旧・復興対策分８７（９６）百万円のうち復興庁計上分８７百万円】

対策のポイント
○国民への畜産物の安定供給体制を確保するため、畜産経営の生産性、収益性を

向上させる取組を支援

○我が国の畜産生産基盤の維持及び農村の活性化を図るため、畜産経営の維持安

定と新規就農等を促進

○東京電力福島第一原発事故により避難した畜産農家等の円滑な経営再開に向け

た取組を支援

＜背景／課題＞

飼料価格の変動、畜産物価格の低迷等厳しい経営環境下において、我が国の畜産生産基

盤の維持及び農村の活性化、並びに消費者・需要者ニーズを踏まえた国産畜産物の安定供

給体制の構築が喫緊の課題。

これらの課題の解決に向けて、①離農農家等の経営資源の有効活用、畜産物生産のため

の共同利用施設等の整備、②新規就農等に必要となる機械等のリース、③原発事故の避難

地域等における生産資材等の放射性物質のモニタリング体制構築を支援する。

政策目標
「食料・農業・農村基本計画」において設定された、需要に応じた生産数量目標

を達成

○生乳の生産量（795万t（20年度）→800万t（32年度））

○牛肉の生産量（ 52万t（20年度）→ 52万t（32年度））

○豚肉の生産量（126万t（20年度）→126万t（32年度））

○鶏卵の生産量（254万t（20年度）→245万t（32年度））

○鶏肉の生産量（138万t（20年度）→138万t（32年度））

＜主な内容＞

１．地方の自主性・裁量性を高めた交付金支援

畜産生産基盤育成強化のため、①離農農家等の経営資源の有効活用、②地域内一貫生産

体制の確立、効率的生産のための外部化・分業化や子牛生産部門の協業化、③地域の核と

なる協業法人経営体の育成を支援します。

強い農業づくり交付金 ２３，３８５(２４，４２２）百万円の内数

交付率：都道府県への交付率は定額(事業実施主体へは事業費の１／２以内等)

事業実施主体：民間団体等

[平成26年度予算の概要]
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２．新規就農者等への機械等のリース支援

施設、機械等の初期投資額が非常に大きな畜産経営において、新規就農や経営資源の有

効活用に必要な機械等のリース方式による導入支援により畜産への新規就農等を促進しま

す。

産地活性化総合対策事業のうち農畜産業機械等リース支援事業

２，８８２（２，２７１）百万円の内数

補助率：定額（リース料のうち物件購入相当の１／２以内）

事業実施主体：民間団体

３．原発事故により避難した畜産農家等の円滑な経営再開に向けた取組を支援

畜産物に係る消費者の一層の信頼の確保を図るため、地域全体で飼料・水等に係る放射

性物質のモニタリング体制の構築を図る産地において、研修会の開催、技術指導、モニタ

リング・記録に必要な機器等の整備等を支援します。

畜産農家段階放射性物質モニタリング体制構築事業 ８７（９６）百万円

補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：民間団体等

[お問い合わせ先：生産局畜産企画課（０３－３５０１－１０８３）］

[平成26年度予算の概要]
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畜産における法人経営等において、経営資源の有効活用

による規模拡大と併せて、意欲ある者を雇用する者

・飼養管理に係る機械
・飼料生産に係る機械

等

・畜舎等の補改修

①搾乳牛の大型化に伴う

牛床延長

②畜舎内壁及び屋根の補修

③牛床マットの設置

④給水配管の変更 等

・家畜の移譲

離農施設

・農用地
・施設

補助対象

離農・後継者不在の畜舎、家畜等の経営資源を有効活用し、法人経営
等がこれらを取り込んで規模拡大することにより、雇用促進の取組を支援。

後継者不在経営

・農用地
・施設
・家畜

規模拡大に伴う機械等の整備

経営資源有効活用対策（畜産タイプ）のしくみ

民間リース会社等

補助対象

意欲ある者の雇用を促進

産
地
活
性
化
総
合
対
策
事
業

（
経
営
資
源
有
効
活
用
地
区
）

強
い
農
業
づ
く
り
交
付
金

（
経
営
資
源
有
効
活
用
対
策
）

事業実施主体（農協等）

リース導入施設等の貸付

施設等の整備

貸付対象者

初期投資の軽減

取得取得
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畜産において地域の生産者団体、行政、乳業メーカーなどの実需者等から構成される
協議会を設置し、畜産における地域の生産基盤の維持・拡大に向けた取組を支援

・畜産における地域の生産基盤の維持・拡大に向けた地域プランの作成
・離農農家や後継者不在農家の把握、規模拡大を希望する法人等や畜産経営への就業希望者等
の募集
・就業希望者に対する雇用先の紹介、規模拡大を希望する法人経営等への経営資源の斡旋

協議会の設置

交付対象経費

産地活性化総合対策事業
（経営資源有効活用地区）

【交付対象経費及び補助率】

交付対象経費等 補助率

①畜舎等の補改修

②家畜の導入

③農業機械等のリース

１／２以内

１／２以内

１／２以内（リース期間中の物件価額相当の１／２）

離農した農家 後継者不在の酪農家

○雇用先の紹介
○経営資源の斡旋

経営資源の有効活用

雇用の確保、生産基盤の維持

離農農家や後継者不在農家の把握、規
模拡大を希望する法人等や意欲ある若
者・女性等の募集

意欲ある若者・女性等への雇用先の紹
介、規模拡大を希望する法人経営等へ
の経営資源の斡旋

○畜舎等の補修・改修
○家畜の導入

技術指導及び経営指導

整
備
・貸
付

意欲ある若者・女性

○機械等のリース

畜産における地域の生産基盤の維持・
拡大に向けた地域プランの作成

畜産における地域の生産基盤
の維持・拡大に向けた検討

規模拡大を希望
する法人経営

事業の流れ
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飼
料

生
産

畜
産

農
家

段
階

放
射

性
物

質
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
体

制
構

築
事

業
の

事
業

内
容

出
荷

畜
舎

・
機

械
の

管
理

素
畜

導
入

飼
養

管
理

飼
料

保
管

流
通

業
界

・
消

費
者

飼
料

生
産

か
ら
保

管
、
飼

養
管

理
、
畜

産
物

生
産

ま
で
の

安
全

性
の

確
保

地
域

の
畜

産
物

に
対

す
る
消

費
者

の
信

頼
性

確
保

地
域

に
お
け
る
農

家
の

円
滑

な
経

営
再

開

検
査

機
器

等
の

リ
ー
ス
導

入
【
物

件
費

の
1
/
2相

当
】

農
協

等
の

指
導

者
に
よ
る
放

射
性

セ
シ
ウ
ム
汚

染
防

止
の

た
め
の

農
家

指
導

等
【
定

額
】

推
進

協
議

会
、
現

地
検

討
会

等
の

開
催

、
調

査
・
技

術
指

導
等

危
害

管
理

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の

作
成

産
地

指
導

者
の

養
成

消
費

者
等

の
理

解
醸

成

堆
肥

生
産

技
術

確
立

等
推

進
事

業
【
国

→
 公

募
団

体
】

検
査

室
・
試

料
保

管
庫

の
整

備
【
1
/
2
】

補
助

金
交

付
ル

ー
ト

【
国

→
 県

→
 市

町
村

、
民

間
団

体
等

】

食
品

と
し
て
の

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
検

査

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
推

進
事

業

共
同

利
用

施
設

等
整

備
事

業

飼
料

・
水

等
の

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
検

査
の

実
施

13



家畜排せつ物の利活用と畜産環境対策

【強い農業づくり交付金 ２３，３８５（２４，４２２）百万円の内数】
【産地活性化総合対策事業のうち産地収益力向上支援事業

２，８８２（２，２７１）百万円の内数】

対策のポイント
環境と調和した畜産経営の確立を推進するため、水質汚濁及び悪臭の問題に

適切に対処するために必要な施設整備等を支援します。

＜背景／課題＞

・ 平成２４年の調査によると、「家畜排せつ物法」の対象農家の９９.９％が管理基準を遵守。

・ しかしながら、畜産に起因する水質汚濁及び悪臭に対する苦情、硝酸態窒素等の排水基準

など環境規制強化への対応、並びに家畜排せつ物の利活用をさらに進めることが課題。

政策目標
○ 畜産経営の苦情発生割合の減少
○ 家畜排せつ物処理の簡易対応の農家戸数割合の減少

＜主な内容＞

１ 強い農業づくり交付金

畜産に起因する排水及び悪臭による周辺環境への影響を軽減するために必要な浄化処理

施設・脱臭施設の新設を支援します。

２３，３８５（２４，４２２）百万円の内数

補助率：都道府県への交付率は定額（事業実施主体へは事業費の１／２以内）

事業実施主体：都道府県、市町村、農業者団体等

２ 産地活性化総合対策事業のうち産地収益力向上支援事業

（１）畜産農家と耕種農家の連携による地域内の家畜排せつ物の利活用に向けた取り組みを支

援します。

（２）畜産経営環境調和推進資金(※)を利用して、家畜排せつ物を利活用するための施設を整

備する場合に、利子相当額を助成します（貸付当初から５年間分、上限２％）。

２，８８２（２，２７１）百万円の内数

補助率：（１）について１／２以内、（２）について定額

事業実施主体：農業者団体等

※ 畜産経営環境調和推進資金（日本政策金融公庫の融資制度）

「処理高度化施設整備計画」及び「共同処理施設整備計画」の都道府県知事承認を受け

た者に対して、家畜排せつ物の管理の適正化・利用の促進のために必要な施設・機械の整

備等に必要な資金を融資します。

償還期限：２０年以内（措置期間３年間）

融資限度額：処理高度化施設整備計画（２の(２)の利子助成の対象）

個人３５百万円（特認１２０百万円）

法人７０百万円（特認４００百万円）

共同処理施設整備計画 上限なし

［お問い合わせ先：生産局畜産企画課（０３－３５０２－０８７４）］

［平成26年度予算の概要］
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［平成26年度予算の概要］

Ⅰ 飼料自給率の向上

１ 飼料自給率向上関連事業

飼料増産総合対策事業 １，３６６( 1,470)百万円
草地畜産基盤整備事業等

農業農村整備事業 ２６８，９２８(262,733)百万円の内数
農山漁村地域整備交付金 １１２，２１１(112,828)百万円の内数

産地活性化総合対策事業のうち飼料生産拠点育成事業
２，８８２( 2,271)百万円の内数

強い農業づくり交付金 ２３，３８５( 24,422)百万円の内数

対策のポイント
国産飼料の一層の生産と利用の着実な拡大による飼料自給率向上を進め、資

源循環型で国内の飼料生産基盤に立脚した力強い畜産経営を確立します。

（飼料の種類）
飼料は、粗飼料と濃厚飼料に分けられます。

① 粗飼料・・・乾牧草、サイレージ（牧草、青刈りとうもろこし、飼料用稲等を発酵
させたもの）、稲わら等

② 濃厚飼料・・穀類（とうもろこし、こうりゃん、大麦、飼料用米等）、糠類（ふすま、
米ぬか等）、油粕類（大豆油粕、なたね油粕等）、エコフィード等

牛等の草食性家畜には粗飼料と濃厚飼料を給与しますが、豚や鶏にはほとんど濃厚飼
料のみを給与します。

濃厚飼料は、その大宗を海外から輸入しており、新興国等の穀物需要の増大や異常気象
等により穀物の価格上昇や供給の不安定等が懸念されます。このため、国内の飼料生産基
盤に立脚した足腰の強い畜産経営の実現に向けて国産飼料の生産の拡大を進めています。
また、食品工場等で発生する食品くずやスーパーの売残り食品等の食品残さを家畜の

飼料として加工、再利用しています（エコフィード：環境にやさしい家畜飼料です）。

政策目標
飼料自給率の向上 26％（平成20年度） → 38％（平成32年度）

＜主な内容＞
１．飼料増産総合対策事業

輸入飼料原料に過度に依存した畜産から国内の飼料生産基盤に立脚した畜産に転換
するため、国産飼料の生産と利用の拡大、飼料生産の外部化や食品残さ等の飼料利用
の拡大の支援等により飼料自給率の向上を図り、力強い畜産経営を確立します。

（１）草地生産性向上対策
草地における飼料作物の大幅な収量増を図るための草地改良及びその効果を最大

限引き出すための新品種等の優良飼料作物種子の活用に向けた取組、飼料用米等に
おける農薬残留試験等の安全確保のための取組、コントラクター等の飼料生産技術
者の資質向上を図る取組、配合飼料給与量を低減させる粗飼料生産・給与技術（ス
マートフィーディング）の実証、地域の大家畜生産のハブとしての公共牧場の機能
強化を支援します。

草地生産性向上対策 ６９６（６１０）百万円

補助率：定額、１／２、１／３等

事業実施主体：農業者集団、民間団体等
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［平成26年度予算の概要］

（２）国産粗飼料増産対策
飼料収穫作業等の作業受託を開始するコントラクターに対し受託面積に応じた支

援を行うとともに、コントラクターやＴＭＲセンターによる青刈りとうもろこし等
の栄養価の高い良質な粗飼料の作付・利用拡大等に対して支援します。

国産粗飼料増産対策 ５８１（８０３）百万円

補助率：定額

事業実施主体：農業者集団、民間団体等

（３）エコフィード緊急増産対策
食品残さ等の分別方法の普及、食品残さ等の飼料化技術の確立、食品残さ等の飼

料化事業者の技術向上、活用が進んでいない食品残さを原料としたエコフィードの
増産等を支援します。

エコフィード緊急増産対策 ８９（５７）百万円
補助率：定額、１／２

事業実施主体：農業者集団、民間団体等

※ 上記事業以外の飼料対策
○ 飼料基盤の整備

【草地畜産基盤整備事業等】
農地集積の加速化、農業の高付加価値化のための大型機械体系に対応した効率的

な飼料基盤の整備を支援します。
農業農村整備事業
２６８，９２８（２６２，７３３）百万円の内数（農村振興局計上）

補助率：１／２等
事業実施主体：都道府県、事業指定法人

農山漁村地域整備交付金
１１２，２１１（１１２，８２８）百万円の内数（農村振興局計上）

補助率：１／２等
事業実施主体：都道府県、事業指定法人

○ 産地活性化総合対策事業のうち自給率向上に向けた飼料生産拡大の取組に
対する支援 （総務課生産推進室計上）
国産粗飼料の生産性を向上させるため飼料生産拠点の育成や放牧の拡大等の取組を

支援するとともに、これらの取組に必要な農業機械等のリース導入を支援します。
産地活性化総合対策事業のうち飼料生産拠点育成事業

２，８８２（２，２７１）百万円の内数

補助率：１／２以内

事業実施主体：民間団体

○ 強い農業づくり交付金 （総務課生産推進室計上）
地方の高い自主性と裁量に基づく飼料増産に向けて、簡易作付条件整備等の飼料基

盤整備、放牧関連施設、国産粗飼料や飼料用米の生産・調製・保管施設の整備等の取
組を支援します。

強い農業づくり交付金
２３，３８５（２４，４２２）百万円

交付率：都道府県への交付率は定額
（事業実施主体へは事業費の１／２以内等）

事業実施主体：都道府県、市町村、農業者の組織する団体等
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［平成26年度予算の概要］

２ 飼料増産総合対策事業

（１）草地生産性向上対策
【６９６（６１０）百万円】

対策のポイント
生産性の低下した草地の高位生産草地等への転換や優良飼料作物種子の活

用を進めるための品種特性調査、飼料用作物種子・飼料用稲専用品種種子の
調整保管及び飼料生産技術者の資質向上等を支援します。

＜背景/課題＞
（飼料自給率の向上）

・新たな食料・農業・農村基本計画においては、32年度の食料自給率を50％に向上させ
る目標を設定しており、この中で飼料作物については、単収の増加や作付面積の拡大
により、粗飼料自給率を100%、飼料自給率を38%に向上することとしています。

・飼料作物の生産拡大のためには、草地における大幅な収量増を図るための草地改良の
推進やその効果を最大限引き出すための優良飼料作物種子の活用、飼料用作物の安全
確保等を推進することが重要です。

政策目標
飼料自給率の向上 26％（平成20年度） → 38％（平成32年度）

＜主な内容＞

１．事業内容
（１）高位生産草地等への転換

地域に適合した牧草等の優良品種の導入や土壌分析に基づく草地の改良の取組を支
援します。 【補助率：１／３以内 等】

（２）優良飼料作物種子の活用・飼料生産技術向上
優良飼料作物種子の普及を進めるための品種特性調査、新品種等の優良飼料作物種

子の活用、飼料生産・放牧に関する技術の向上に向けた取組を支援します。
【補助率：定額】

（３）飼料用作物種子の調整保管
飼料用作物種子及び飼料用稲専用品種種子について安定供給を図るための調整保管を支

援します。 【補助率：定額】

（４）飼料用作物安全確保
飼料用米等に係る安全確保のための農薬残留試験、これらを給与した場合の畜産物中の残留

試験等を実施します。 【補助率：定額】

（５）自給飼料生産技術向上
飼料生産技術者の資質向上を図る取組、配合飼料給与量を低減させる粗飼料の生産・

給与技術（スマートフィーディング）の実証、地域の大家畜生産のハブとしての公共
牧場の機能強化を支援します。 【補助率：定額､１／２以内】

２．事業実施主体
農業者集団（（１）の事業）

民間団体等（(１)以外の事業）

[お問い合わせ先：生産局畜産部畜産振興課（０３－６７４４－２３９９）]
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［平成26年度予算の概要］

（２）国産粗飼料増産対策
【５８１（８０３）百万円】

対策のポイント
国産飼料の一層の生産と利用の着実な拡大により飼料自給率向上を進め、

資源循環型で国内の飼料生産基盤に立脚した力強い畜産経営を確立します。

＜背景/課題＞
（飼料生産組織等の育成）

・国産粗飼料の生産拡大を図るためには、飼料生産組織（コントラクター等）の飼料
生産作業の受託による外部化を進め、畜産農家の労働負担の軽減及び飼料生産作業
の効率化・低コスト化を促進することが重要です。

・コントラクターは、地域の畜産経営に欠かせない存在となっており、引き続き全国
的にコントラクター等を育成して行くことが必要となっています。

（高栄養粗飼料の増産）
・輸入穀物等の価格高騰による畜産経営への影響を軽減するためには、栄養価の高い

良質な粗飼料（青刈りとうもろこしやアルファルファ等）の生産拡大により、配合
飼料の利用削減を促進することが重要です。

・栄養価の高い良質な粗飼料の作付・収穫・調製にかかるコストや労働負荷の軽減を
図るためには、コントラクターやＴＭＲセンターによる効率的な生産・供給体制を
構築することが必要です。

政策目標
飼料自給率の向上 26％（平成20年度） → 38％（平成32年度）

＜主な内容＞
１．事業内容
（１）飼料生産組織育成

コントラクターの育成を図るため、新たに作業受託を始めるコントラクターに対し、
作業受託開始当初３年間に限り、受託面積に応じた支援を直接支払いにより行います。

【補助率：定額】
（２）高栄養粗飼料増産対策

コントラクターやＴＭＲセンターによる栄養価の高い良質な粗飼料の生産・利用拡
大による配合飼料の軽減を図るため、青刈りとうもろこし等の高エネルギーな飼料作
物の前年からの拡大やアルファルファ等の高タンパク質なマメ科牧草の追播面積に応
じた支援を行います。

【補助率：定額】

２．事業実施主体
農業者集団、民間団体等

［お問い合わせ先：生産局畜産部畜産振興課（０３－６７４４－２３９９）]
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［平成26年度予算の概要］

(３)エコフィード緊急増産対策
【８９（５７）百万円】

対策のポイント
未だ活用されずに廃棄処分されている食品残さ等の飼料利用を推進します。

＜背景／課題＞
・食品残さ等を活用した飼料（エコフィード）の生産・利用は、食品リサイクルにおけ

る資源の有効利用や食料・農業・農村基本計画に示された飼料自給率目標38％を達成
する手段としてだけでなく、近年の輸入飼料原料価格が不安定な情勢において、畜産
経営コストの多くを占める飼料費を削減する手段としても、重要性が高まっています。

・しかしながら、現在エコフィードに活用されずに廃棄処分されている食品残さ等は、
分別の手間が必要であるなどの、利用性の低いものが多いため、これらの適切な処理
によるエコフィードの生産・利用の推進を図る必要があります。

政策目標
飼料自給率の向上 26％（平成20年度) → 38％（平成32年度）

＜主な内容＞
１．事業内容
（１）食品残さ等の適切な分別方法の普及

食品残さ等の分別マニュアルを作成し、食品産業を対象に飼料化のための分別方法
を普及する取組を支援するとともに、分別の実施による食品産業のコスト分析を行う
取組を支援します。

【補助率：定額】

（２）地域未利用資源飼料化の確立
食品残さ等の飼料化を実現するために必要な実証試験の実施及び実証試験の結果等

の情報を一元化して公開するためのシステムの構築を支援します。
【補助率：定額】

（３）食品残さ等の飼料化技術の向上
食品残さ等の飼料化事業者を対象に、飼料として要求される安全性や品質の確保・

改善が図られるよう、エコフィードの生産技術を向上させるための指導を支援します。
【補助率：定額】

（４）エコフィードの生産拡大
活用が進んでいない食品残さ等を原料としてエコフィードを増産する取組を支援し

ます。
【補助率：定額、１／２】

２．事業実施主体
農業者集団、民間団体等

[お問い合わせ先：生産局畜産部畜産振興課（０３－３５９１－６７４５）]
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［平成26年度予算の概要］

Ⅱ 飼料穀物の備蓄

【飼料穀物備蓄対策事業 １，６１５（１，６１５）百万円】

対策のポイント
畜産農家への配合飼料の安定供給を図るため、配合飼料の主原料である飼料

穀物の一定量を備蓄します。

＜背景／課題＞
・我が国畜産経営の大宗が利用している配合飼料は、輸入依存度の高い飼料穀物を主原料

としています。
・また、飼料穀物の調達先が米国から南米等へと急速に移行しつつあり、これに伴い、脆

弱なインフラ等に起因する輸送面での新たなリスクが顕在化しています。
・このため、不測の事態における海外からの飼料原料の供給途絶や国内の配合飼料工場の

被災に伴う配合飼料の急激なひっ迫等に備え、その主原料であるとうもろこし・こう
りゃんの備蓄が必要です。
① 飼料穀物の輸入依存度・・・とうもろこし（100%）、こうりゃん（100%）
② 配合飼料の原料割合(H24年度)・・・とうもろこし（43%）、こうりゃん（7%）

（これまでの対応事例）
・平成10年6月～

降雨量減少の影響で、米国から日本へ輸送される飼料穀物の大宗が通過するパナマ運
河で長期間低水位状態が続き、運送事情が悪化した事態に対応。

・平成17年9月～
米国における飼料穀物の主要輸出港であるニューオーリンズをハリケーン「カトリー

ナ」が襲来し、飼料穀物の積み出しが一時的に途絶したことから、飼料穀物の需給のひ
っ迫が懸念された事態に対応。

・平成23年3月～
東日本大震災により、東北地方の配合飼料工場が被害を受け、飼料供給がひっ迫した

事態に対応し、他地域の飼料工場での配合飼料の増産と東北地方への円滑な供給を支援。
・平成24年10月～

飼料用とうもろこしの調達先の多元化に伴い、南米等の脆弱なインフラ等に起因する
輸送遅延が生じた事態に対応。

・平成25年7月～
前年の飼料穀物の不作を受け、新穀の出回りまでの期間において、端境期における短

期的な需給ひっ迫に対応。

政策目標
不測の事態にあっても、畜産農家に安定的に配合飼料を供給

＜主な内容＞
飼料穀物を備蓄するために必要となる経費を助成します。

補助率：定額

事業実施主体：公益社団法人配合飼料供給安定機構

備蓄受託者（配合飼料メーカー等）

［お問い合わせ先：生産局畜産振興課 （０３－３５９１－６７４５）］
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［平成26年度予算の概要］

Ⅲ 多様な畜産・酪農の推進

【多様な畜産・酪農推進事業 ５８４（５５６）百万円】

対策のポイント
多様な畜産・酪農経営の実現と消費者ニーズに対応した畜産物を安定的に

供給するため、種畜の遺伝的能力評価に基づく家畜改良増殖や特色ある家畜の
活用、個体識別情報を活用した飼養管理の効率化等を推進します。

（遺伝的能力評価とは）
・ 畜産物の生産効率に影響する要因は、生産環境に関わる飼養管理と家畜の持って生ま

れた遺伝的能力の２つに大別されます。この遺伝的能力は、母側からの卵子と父側から
の精子が持っている遺伝子により決定されます。遺伝的能力評価は、この結果を基礎と
して後代を残す個体を選抜することになるため、可能な限り正確に評価を行う必要があ
ります。

（家畜改良増殖目標）
・ 「高く売れる」「生産量が多い」といった従来からの価値観だけでなく、特色ある家畜

による多様な畜産経営、消費者ニーズに応えた畜産物の供給、長期的にひっ迫基調の穀
物需給への適応を軸とした家畜づくりを進めるため、家畜改良増殖法に基づき１０年先
の平成３２年度の家畜の能力・体型・頭数の目標である「家畜改良増殖目標」を平成
２２年７月に策定し、計画的な家畜の改良増殖を推進しています。

政策目標
家畜改良増殖目標（平成３２年度）の達成

＜主な内容＞
１．家畜改良増殖の推進

家畜改良の重要な役割を担う種畜の遺伝的能力を高い精度で評価するために必要なデ
ータ（泌乳、枝肉、繁殖性、血統等）を全国的・効率的に収集する体制整備やＤＮＡ解
析情報を活用した評価手法の精度向上・導入を支援するとともに、特色ある優良遺伝資
源を効率的に活用するため、ブラウンスイス種等の多様な品種の受精卵導入等を支援し
ます。また、我が国固有の品種である和牛の優位性を確保するため、精液等の和牛遺伝
資源の適切な管理を強化します。

家畜改良対策推進４３０（３９８）百万円
補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：都道府県、民間団体、大学、生産者集団

２．家畜個体識別システム利活用の促進
牛の個体識別情報を活用した家畜改良及び飼養管理の効率化・高度化や豚の生産情報

の消費者への効率的な提供等を行います。
家畜個体識別システム利活用促進 ８５（１０２）百万円

補助率：定額
事業実施主体：民間団体
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［平成26年度予算の概要］

（１）家畜改良対策推進（拡充）
【４３０（３９８）百万円】

対策のポイント
家畜改良の重要な役割を担う種畜の遺伝的能力を高い精度で評価するため

の必要なデータを収集する体制整備やＤＮＡ解析情報を活用した評価手法の精
度向上・導入とともに、多種多様な畜種・品種の増殖を図ることによる特色あ
る畜産物の生産により、多様な畜産・酪農経営の実現を推進します。

＜背景／課題＞
・家畜の改良増殖は、畜産物の安定供給と経営の健全な発展を図って行く上で極めて重

要であるとともに、畜産物の生産コストの低減や品質向上を通じて、食料自給率の向
上にも貢献するものです。

・家畜の能力を向上させるためには、家畜の資質、能力等を正確に把握・分析し、多数
の個体の中から優れた個体のみを選抜し、その選抜された家畜を利用し増殖すること
が不可欠です。

政策目標
家畜改良増殖目標（平成３２年度）の達成

＜主な内容＞
１．事業内容
（１）多様な育種素材の評価と活用

①遺伝的能力評価の推進
遺伝的能力評価の精度を向上させるため、乳用牛においては乳器等の体型や飼料給

与等に係るデータ収集、肉用牛においては枝肉、繁殖性等に係るデータ収集・分析、
豚においては血縁構築のための種豚を導入すること等により、効率的な家畜改良を推
進します。

【補助率：定額、１／２以内】
②特色ある優良遺伝資源の活用

特色ある優良遺伝資源を効率的に活用するため、ブラウンスイス種等の多様な品種
の受精卵の導入や、山羊やめん羊等の家畜の導入を支援します。

【補助率：１／２以内】

（２）新しい評価手法の確立
乳用牛においては、ＤＮＡ解析情報（ＳＮＰ情報）を活用した遺伝的能力評価の精

度向上のため、雌牛のＳＮＰ情報の収集分析を支援するとともに、肉用牛においては、
遺伝的多様性に配慮した評価手法の導入を推進するため、血統とＳＮＰ情報の関連性
の分析を支援します。

【補助率：定額】

（３）和牛遺伝資源の有効活用対策
我が国固有の品種である和牛の優位性を確保するため、精液等の和牛遺伝資源の適

切な管理を行う取組を支援します。
【補助率：定額、１／２以内】

２．事業実施主体
都道府県、民間団体、大学、生産者集団

[お問い合わせ先：生産局畜産部畜産振興課（０３－６７４４－２５８７）]
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［平成26年度予算の概要］

（２）家畜個体識別システム利活用促進（組替新規）
【８５（１０２）百万円】

① 牛個体識別システム利活用促進（組替新規）
【３８（０）百万円】

対策のポイント

牛の個体識別情報を活用した家畜改良及び飼養管理の効率化・高度化を推

進します。

＜背景／課題＞

・配合飼料価格が長期的に上昇する傾向にある中、更なる労働時間の短縮や生産コスト

の低減を図る必要があります。

・このため、地域の中核的な生産組織において牛の個体識別情報と牛群検定情報等の生

産情報とを組み合わせて活用することにより、地域の家畜改良及び飼養管理の効率化

・高度化を図っていく必要があります。

政策目標
生乳生産量 795万トン（平成20年度）→ 800万トン（平成32年度）

牛肉生産量 52万トン（平成20年度）→ 52万トン（平成32年度）

＜主な内容＞

１．事業内容
（１）地域的な取組に係る検討

牛の個体識別番号をキーとした生産情報の活用に係る地域的な取組についての検討
等に対して支援します。

【補助率：定額】

（２）生産情報の処理分析のためのシステム整備
地域の中核的な生産組織において、牛の個体識別情報と生産情報を組み合わせて処

理分析するために必要なシステムの開発等について支援します。
【補助率：１／２相当定額】

（３）生産情報の処理分析及び分析結果の活用
生産情報の処理分析を行い、地域の中核的な生産組織とコントラクターなどの外部

組織とがその結果を共有・連携することにより地域の家畜改良及び飼養管理の効率化
・高度化に向けた技術指導等を実施する取組を支援します。

【補助率：定額】

２．事業実施主体
民間団体、生産者集団等

[お問い合わせ先：生産局畜産部畜産振興課（０３－６７４４－２２７６）]
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［平成26年度予算の概要］

② 豚トレーサビリティシステム活用対策
【４８（５８）百万円】

対策のポイント
生産情報を消費者へ提供することによる豚肉のブランド力向上を図るための

トレーサビリティシステムの実用化及び、トレーサビリティを利用した改良の

ための情報収集等による養豚経営の体質強化を推進します。

＜背景／課題＞
・養豚経営の体質強化を図るためには、種豚の繁殖能力や産肉能力の向上による肉豚生

産の効率化と高品質化を図るとともに、国産豚肉のブランド力の強化を図ることが必
要です。

・国産豚肉のブランド力を強化するためには、特色ある豚肉を生産するとともに、生産
情報を提供すること等により消費者の信頼を高めることが重要です。

政策目標
家畜改良増殖目標（平成３２年度）の達成

＜主な内容＞
１．豚トレーサビリティシステム活用対策
（１）豚トレーサビリティシステムの利用に係る検討

有識者等からなる検討会を開催し、トレーサビリティを利用した種豚改良のための
データ収集や分析方法の検討、消費者への生産情報の提供等による豚肉のブランド力
の向上効果の検証等を行う取組に対して支援します。

【補助率：定額】
（２）トレーサビリティの実用化の実証

豚の飼養管理等に係る生産情報の管理、消費者への情報提供に必要なシステム開発
等について支援します。

【補助率：定額】
（３）トレーサビリティを利用した豚の改良情報の収集等

トレーサビリティを利用した種豚改良のためのデータ収集や分析の実施を支援しま
す。

【補助率：定額】

２．事業実施主体
民間団体

[お問い合わせ先：生産局畜産部畜産振興課（０３－３５９１－３６５６）]
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［平成26年度予算の概要］

Ⅳ 東日本大震災からの復旧・復興対策

【東日本大震災農業生産対策交付金７，４８７（１０，４２７）百万円の内数】
（総務課生産推進室（内閣府復興庁計上））

（１）被災地における生産力の回復

① 津波等の影響で生産力が低下した草地において、その生産性の回復に向けた機
械・施設の復旧等を強化する以下の取組を支援します。
・ 飼料播種機、収穫機等の機械のリース導入やバンカーサイロ、飼料保管庫、

ＴＭＲセンター等の施設の復旧
・ 放牧地や牧柵等の放牧関連施設の修理、再整備

② 被災地域の畜産・酪農の産地再生・競争力の強化等を図るため、以下の自給飼
料生産・調製体制の再編に関する取組を支援します。
・ 草地除染対象地域の周辺地域における草地生産性向上対策
・ 飼料生産組織の高度化に必要な機械のリース方式による導入
・ 地域の飼料生産の高位平準化に有効なＴＭＲセンターや有事の際の飼料の安

定供給にも資する広域流通拠点の整備

（２）農畜産物の販売力の回復

① 草地の原発事故に伴う放射性物質による汚染に対応するため、牧草の品種・品
目転換や反転耕・深耕等を行うことにより放射性物質の影響を低減する吸収抑制
対策の取組を支援します。

② 被災地域の畜産経営の競争力を速やかに回復するために、以下の家畜の改良体
制の再構築に資する取組を支援します。
・ 地域の家畜改良の基礎となる高能力種畜の導入
・ 性判別精液等を用いて生産した性判別受精卵の導入
・ 高能力牛からの受精卵生産
・ 牛群検定の活用による改良体制の回復

③ 被災地域の公共牧場の牧草地の再生利用を進めるため、以下の急傾斜地等での
効率的・効果的に放射性物質の影響を低減する取組を支援します。
・ 放射性物質の影響を低減する技術を組み合わせたモデル実証
・ 公共牧場再生利用のための方策等を検討する推進会議等の開催

東日本大震災農業生産対策交付金

７，４８７（１０，４２７）百万円の内数

補助率：都道府県への交付率は定額

（事業実施主体へは１／２以内等）

事業実施主体：農業者の組織する団体等
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酪農経営安定対策
【（所要額）３１,７２０（３１，５３６）百万円】

対策のポイント
加工原料乳に新たにチーズ向け生乳を含めて補給金を交付するとともに、

取引価格が低落した場合の補塡を行います。

＜背景／課題＞

・酪農においては、加工原料乳生産者補給金制度による生乳の用途別取引を推進しつつ、

加工原料乳に新たにチーズ向け生乳を含めて補給金を交付するとともに、取引価格が

低落した場合の補塡等を行うことにより、全国の酪農経営の安定を図ることが必要で

す。

政策目標
生乳の生産量

○（795万ｔ（平成20年度）→ 800万ｔ（平成32年度））

＜主な内容＞

１．加工原料乳を対象とする生産者補給金の交付等
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法に基づき、加工原料乳地域の生乳の再生産

の確保と全国の酪農経営の安定を図るため、加工原料乳に新たにチーズ向け生乳を

含めて補給金を交付します。

また、生乳需給が短期間で変動する状況の中で、国産乳製品の安定供給に対する

ユーザーの強い要望にも応えるため、指定生乳生産者団体が乳製品を製造する取組

を支援します。

加工原料乳生産者補給金[所要額] ３１，０８４※（２２，７４３）百万円

補助率：定額

事業実施主体：(独)農畜産業振興機構

国産乳製品供給安定対策事業※ ６１０（８，７６７）百万円

補助率：１／２以内

事業実施主体：指定生乳生産者団体

※ チーズ向け生乳を加工原料乳生産者補給金の対象に加えることに伴い、従来のチーズ向け生乳供給

安定対策事業については、チーズ助成金相当額を加工原料乳生産者補給金に計上するとともに、生

産者需給調整機能強化対策については、名称を変更。

２．加工原料乳の取引価格が低落した場合の補塡
加工原料乳の取引価格が補塡基準価格を下回った場合に、生産者に補塡金（低落

分の８割）を交付する事業を引き続き実施します。

加工原料乳生産者経営安定対策事業の継続[推進事務費] １１（１２）百万円

補助率：定額、３／４以内、１／２以内

事業実施主体：(独)農畜産業振興機構、指定生乳生産者団体

［平成26年度予算の概要］
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３．乳製品国際規格策定・品質確保活動のための支援
生乳需給の安定を図るとともに、乳製品の需要拡大を図るため、国際乳製品規格

に我が国の意見を反映させるための活動、乳製品の品質確保のための取組等を支援

します。

乳製品国際規格策定・品質確保支援事業

（前年度：乳製品国際規格策定活動支援） １６（１４）百万円

補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：(公財)日本乳業技術協会

［お問い合わせ先：生産局畜産部牛乳乳製品課（０３－３５０２－５９８７）］

［平成26年度予算の概要］
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   加工原料乳地域（北海道）の生乳の再生産の確保等を図ることを目的に、加工原料乳の生産者に補給金を交付 

補給金単価及び交付対象数量
は毎年度決定 

加工原料乳生産者補給金制度 
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 加工原料乳価格（脱脂粉乳・バター等向け及びチーズ向けの生乳価格）が下落した場合の経営への影響
緩和を目的に、生産者と国が拠出して造成した積立金から補塡 

加工原料乳生産者経営安定対策事業 

生産者団体と乳業者 
との交渉で決定 乳業者の支払分 

（買取価格） 

政府からの交付分 

脱
脂
粉
乳
・
バ
タ
ー
等 

 
 
 
 

向
け
生
乳
価
格 

国産乳製品供給安定対策事業 

生産者団体が乳製品を製造し適時に放出する取組や、不需要期の乳製品需要を創出する取組を支援 

補給金 

生
産
者
の
手
取
り 
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向
け
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乳
価
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補給金 

乳製品生産量 

乳製品消費量 

  4     5      6      7       8      9      10     11     12      1       2       3    

対策により需要期に 
向けて製造・供給 

対策による 
需要創出 

（月） 

乳製品製造経費の１／２を補助 

26年度：バター・脱脂粉乳：単価12.80円/kg、交付対象数量：180万トン 
         チーズ      ：単価15.41円/kg、交付対象数量：  52万トン  
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国産牛乳乳製品需要・消費拡大対策
【９４３（８７８）百万円】

対策のポイント
安全で品質の高い国産の牛乳・乳製品を学校給食用に安定的かつ効率的に供給す

ること等により、生乳需要の維持・拡大を図ります。

＜背景／課題＞

・条件不利地域への学校給食用牛乳の供給を支援することにより安定的な生乳需要を確

保するとともに、国産生乳を用いた牛乳・乳製品の供給を支援することにより学校給

食における生乳の利用拡大を図ることが必要です。

・また、少子化の進行に伴い、児童生徒数の減少が見込まれることから、学校給食以外

での牛乳・乳製品の利用拡大を図り、牛乳・乳製品の需要を拡大することが必要です。

政策目標

○ 生乳の生産量（795万ｔ（20年度）→800万ｔ（32年度））

○ 学校給食で約40万klの牛乳の需要量を確保

＜主な内容＞

１．学校給食用牛乳安定需要確保対策事業
遠隔地、離島など供給条件が不利な地域への学校給食用牛乳の供給を支援します。

２．高付加価値牛乳地域利用推進事業
自県産生乳を用いた低温殺菌牛乳の学校給食での供給を支援します。

３．牛乳・乳製品利用拡大推進事業
学校給食における国産生乳を用いたヨーグルト等の提供、保育所等における牛乳

飲用の拡大を支援します。

学校給食用牛乳等供給推進事業 ９１３（８６４）百万円

補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：乳業者、生産者等が構成する組織

４．国産牛乳・乳製品の海外市場開拓のための支援

国産牛乳・乳製品の新たな需要の創出を図るため、中小乳業者等が本格的な輸出

に取り組む際に必要となる輸送上の課題等の調査、試験的輸出の実施等の試行的取

組を支援します。

牛乳乳製品海外市場開拓支援事業 １５（０）百万円

補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：乳業者、生産者等が構成する組織

［平成26年度予算の概要］
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５．乳製品国際規格策定・品質確保活動のための支援［再掲］
生乳需給の安定を図るとともに、乳製品の需要拡大を図るため、国際乳製品規格

に我が国の意見を反映させるための活動、乳製品の品質確保のための取組等を支援

します。

乳製品国際規格策定・品質確保支援事業 １６（１４）百万円

（前年度：乳製品国際規格策定活動支援）

補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：(公財)日本乳業技術協会

［お問い合わせ先：生産局畜産部牛乳乳製品課（０３－３５０２－５９８７）］

［平成26年度予算の概要］
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乳業等の再編・合理化に向けた取組への支援
【強い農業づくり交付金２３，３８５(２４，４２２）百万円の内数】

【産地活性化総合対策事業のうち新品種・新技術活用型産地育成支援事業のうち

新品種・新技術活用環境整備事業（新技術活用型乳業等再編合理化推進事業）

[組替新規］

２，８８２(２，２７１）百万円の内数】

対策のポイント

国産農畜産物の安定供給や畜産物の産地における収益力向上を図るため、

生乳及び牛乳・乳製品の流通の合理化・効率化と新技術の活用による新商品

の開発等に向けた取組を支援します。

＜背景／課題＞

・指定生乳生産者団体（指定団体）の更なる生乳流通コストの低減と機能強化のために

は、集送乳の一元化及び需給調整機能の強化を加速することが必要です。

・また、飲用牛乳の消費が低迷する中、酪農家の経営安定に資するために、乳業工場の

再編・合理化と衛生管理の向上を図るとともに、新技術等を活用した新商品の開発等

を行うことにより、中小乳業の経営体質を強化することが必要です。

政策目標

｢食料・農業・農村基本計画｣において設定された、需要に応じた

生産数量目標の達成

○ 生乳の生産量（795万ｔ（20年度）→800万ｔ（32年度））

＜主な内容＞

１．牛乳・乳製品の安定供給のための施設整備への支援

集送乳の指定団体への集約・一元化による生乳流通コストの削減を図るとともに、

中小乳業の製造販売コストの低減や衛生水準の高度化を図るため、クーラーステー

ション及び乳業工場の施設の新増設や廃棄、新増設を伴わない場合の乳業工場の廃

棄等を支援します。

強い農業づくり交付金 ２３，３８５(２４，４２２）百万円の内数

交付率：都道府県の交付率は定額

（事業実施主体へは事業費の１／２、１／３、１／４、１／５以内）

事業実施主体：農業者団体、指定団体、事業協同組合、協議会等

［平成26年度予算の概要］

34



２．新技術等を活用した収益力向上のためのソフト面の取組への支援[組替新規］

集送乳の効率化又は乳業の再編整備に向けた取組を着実に推進するため、地域に

おける課題の把握・検討、具体的な計画の策定や従業員の合理化への取組等を支援

します。加えて、新技術等を活用した新商品の開発等に向けたソフト面での取組を

支援します。

産地活性化総合対策事業のうち新品種・新技術活用型産地育成支援事業のうち

新品種・新技術活用環境整備事業（新技術活用型乳業等再編合理化推進事業）

２，８８２（２，２７１）百万円の内数

補助率：定額

事業実施主体：協議会等

［お問い合わせ先：生産局畜産部牛乳乳製品課（０３－３５０２－５９８７）］

［平成26年度予算の概要］
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鶏卵生産者経営安定対策事業
【５，１８９（５，１８９）百万円】

対策のポイント

鶏卵価格が低落した場合に価格差補塡を行うとともに、更に低落した

場合、成鶏の更新に当たって長期の空舎期間を設けて需給改善を図る取

組を支援し、採卵養鶏経営と鶏卵価格の安定を図ります。

＜背景／課題＞

鶏卵の需給・価格は季節的に変動することに加え、供給過剰を起こし易い生産の

実態にあります。このため需給・価格の変動に応じ、鶏卵の価格差補塡や需給改善

を推進する取組を支援し、鶏卵生産者の経営と鶏卵価格の安定を図る必要がありま

す。

政策目標

食料・農業・農村基本計画における生産数量目標の達成

２４５万ｔ（３２年度）

＜主な内容＞

１．鶏卵価格差補塡事業

鶏卵の標準取引価格（月毎）が補塡基準価格を下回った場合、その差額（補塡

基準価格と安定基準価格の差額を上限とする。）の９割を補塡します。

２．成鶏更新・空舎延長事業

鶏卵の標準取引価格（日毎）が通常の季節変動を超えて大幅に低下した場合に

は、成鶏の更新に当たって長期の空舎期間を設ける取組に対して、成鶏１羽当た

り210円以内の奨励金を交付します。

補助率：定額、３／４以内、１／４以内

事業実施主体：民間団体

［お問い合わせ先：生産局畜産部食肉鶏卵課（０３－３５０２－５９９０）］

［平成26年度予算の概要］
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食肉等の流通合理化に向けた取組への支援

【強い農業づくり交付金 ２３，３８５（２４，４２２）百万円の内数】

【産地活性化総合対策事業のうち新品種・新技術活用型産地育成支援事業のうち

新品種・新技術活用環境整備事業（多様な需要創出型食肉等産地育成事業）

２，８８２（２，２７１）百万円の内数】

対策のポイント

国産畜産物の安定供給や畜産物の産地育成を図るため、家畜及び食肉等の

流通の合理化・効率化に向けた流通処理施設の整備等の取組を支援します。

＜背景／課題＞

・農業従事者の高齢化等に伴い家畜の生産構造が変化し、かつ、少子高齢化の進展や国

民の健康志向の高まり等を背景として食肉等の消費構造が変化する中で、消費者・実

需者ニーズを踏まえた、国産食肉等を安定的に供給する体制の構築が課題となってい

ます。

・このため、食肉等流通処理施設（産地食肉センター、食鳥・鶏卵処理施設、家畜市場）

の整備を行うことにより、家畜及び食肉等の流通・処理システムの効率化によるコス

トの低減や衛生的で高度な処理体制の構築等を図るとともに、販売企画力や食肉等処

理加工技術力の強化等、畜産物の産地におけるソフト面での取組を推進する必要があ

ります。

政策目標

「食料・農業・農村基本計画」において設定された、需要に応じた

生産数量目標の達成

○牛肉の生産量（ 52万トン（20年度）→ 52万トン（32年度））

○豚肉の生産量（126万トン（20年度）→ 126万トン（32年度））

○鶏肉の生産量（140万トン（20年度）→ 138万トン（32年度））

○鶏卵の生産量（254万トン（20年度）→ 245万トン（32年度））

［平成26年度予算の概要］

39



＜主な内容＞

１．食肉等の安定供給のための施設整備への支援

安全で高品質な国産食肉等の供給体制を構築するため、流通・処理コストの低減や

製品の高付加価値化等に必要な食肉等流通処理施設の整備を支援します。

また、「攻めの農林水産業」の実現に向け、輸出先国の求める衛生条件等を満たす

ために必要な施設（米国、ＥＵ及びハラール認証の取得を必要とする国に牛肉を輸出

する施設）の整備を支援する優先枠を創設します。

強い農業づくり交付金 ２３，３８５（２４，４２２）百万円の内数

交付率：都道府県への交付率は定額（事業実施主体へは事業費の１／２、１／３以内）

事業実施主体：都道府県、市町村、農業者団体、事業協同組合等

２．産地育成のためのソフト面の取組への支援

畜産物の産地育成のため、産地の関係者が作成した計画等に基づき、産地の販売企

画力、食肉処理加工技術力、人材育成力の強化を図るとともに、地域における食肉等

の流通合理化など産地育成に向けた検討を行うソフト面の取組を支援します。

産地活性化総合対策事業のうち新品種･新技術活用型産地育成支援事業のうち

新品種・新技術活用環境整備事業（多様な需要創出型食肉等産地育成事業）

２，８８２（２，２７１）百万円の内数

補助率：事業費の１／２以内

事業実施主体：協議会

［お問い合わせ先：生産局畜産部食肉鶏卵課 （０３－６７４４－２１３０）］
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